
 

 

児童生徒の自殺予防に係る取組について 

～夏季休業中も気になる児童生徒へ連絡を～ 
 警察庁・厚生労働省の自殺統計によると、令和５年の児童生徒の自殺者数は513人

と、過去２番目に多い件数となり、令和６年の児童生徒の自殺者数は、１月から５月

までの暫定値で182人（令和５年同期間：186人）という憂慮すべき状況にあります。 

 18歳以下の自殺は、学校の長期休業明けにかけて増加する傾向があり、９月１日

に児童生徒の自殺者数が顕著に多いデータがあるほか、昨年は８月～10月にかけて

自殺者数が多い傾向にありました。 

 また、令和５年の児童生徒の自殺の原因・動機として、学校問題のうち、約６割が

学業不振や入試・進路に関する悩みであることが分かっており、一人

一人に寄り添った進路指導の充実を図るとともに、見守り活動（ネッ

トパトロール含む）を丁寧に実施する必要があります。 

 特に、学校が把握した悩みや困難を抱える児童生徒や、いじめを受けた又は不登

校となっている児童生徒等に対しては、夏休み中においても１人１台端末等も活用

するなど、当該児童生徒の状況に合った方法で連絡をとり、様子の確認をお願いし

ます。 
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